
別紙

岩手県立一関清明支援学校通学用スクールバス運行業務委託仕様書

　受託者は、委託業務の実施に当たっては、この仕様書に定めるもののほか、道路運送法（昭和

26年法律第183号）及びその他の関係法令を遵守し、誠実に履行するものとする。

１　委託業務名

　　岩手県立一関清明支援学校通学用スクールバス運行業務委託

２　業務内容

　⑴  当該業務の運行に使用するバス等は、受託者が用意すること。

　⑵  受託者は、バス運行の都度、乗務員（運転士１名及び添乗員２名）を配置すること。

　⑶  運転士は、運行ダイヤ及び道路交通法を遵守し、安全・確実に業務を実施すること。

　⑷  当該業務の運行に使用するバスの車種区分は大型車とする。

　⑸  委託料は、１日（登校便及び下校便の２回）を単価とし、登校便若しくは下校便のみ

　　運行した日は、一日の委託料の半額とする。

３　委託期間及び運行日数（予定）

　⑴  令和７年４月８日～令和８年３月17日までとし、概ね197日とする。

　⑵　原則として、土曜日、日曜日、祝日、夏季及び冬季休業を除くものとする。

　　　但し、委託者が学校行事等により上記期間等を変更する場合は、この限りではない。

４　運行経路及び運行ダイヤ（予定）

　⑴　往路（登校便；JR摺沢駅前⇒一関清明支援学校）

　　　　始点　JR摺沢駅前　　　　（７：10 発）

　　　　　　　JR千厩駅前　　　　（７：28 発）

　　　　　　　エスピア前　　　　（７：35 発）

　　　　　　　道の駅かわさき　　（７：53 発）

　　　　　　　JR一ノ関駅前　　　（８：23 発）

　　　　終点　一関清明支援学校　（８：35 発）

　⑵　復路（下校便；一関清明支援学校⇒JR摺沢駅前）

　　　　始点　一関清明支援学校　（15：30 発）

　　　　　　　JR一ノ関駅前　　　（15：42 発）

　　　　　　　道の駅かわさき　　（16：12 発）

　　　　　　　エスピア前　　　　（16：30 発）

　　　　　　　JR千厩駅前　　　　（16：37 発）

　　　　終点　JR摺沢駅前　　　　（16：55 発）

５　乗降車生徒数（予定）

　⑴  JR摺沢駅往路乗車　　　　　　　４人

　⑵  JR摺沢駅復路降車　　　　　　　４人

　⑶  JR千厩駅往路乗車　　　　　　　２人

　⑷  JR千厩駅復路降車　　　　　　　３人

　⑸  エスピア往路乗車　　　　　　　９人

　⑹  エスピア復路降車　　　　　　　８人

　⑺  道の駅かわさき往路乗車　　　　２人

　⑻  道の駅かわさき復路降車　　　　２人

　⑼  JR一ノ関駅往路乗車　　　　　　７人

　⑽  JR一ノ関駅復路降車　　　　　　９人

　　但し、生徒の通学方法の希望及び転出入等によって、年度途中に乗降車生徒数に変動が生じ

　る場合がある。



６　添乗員の業務内容（予定）

　⑴  上記４で示す予定発時刻までに乗車すべき生徒が到着しない場合、速やかに学校へ連絡し、

　　指示を仰ぐこと。

　⑵  上記以外の理由により、発着時刻に遅れが生じる場合、速やかに学校へ連絡し、指示を仰

　　ぐこと。

　⑶　運行中に生徒の体調が悪くなった場合、速やかに学校へ連絡し、指示を仰ぐこと。

　⑷　上記⑶における指示により、当該生徒を速やかに保護者へ引き渡す要件が生じた際には、

　　添乗員のうち１名は当該生徒と共に下車し、保護者が迎えに来るまで保護すること。

　⑸　運行中における、乗降車生徒の危険行為を抑止すること。

　⑹　添乗日誌（様式第３号）に必要事項を記載し、登校便の降車時に学校へ提出すること。

７　運行日の変更等（予定）

　　委託者は、委託者側の事情により当初の予定日を変更したい場合は、双方の３営業日前まで

　に受託者へ通知する。

８　その他留意事項（予定）

　⑴　受託者は、乗務員に名札を用意し、乗務時に明示させること。

　⑵　委託者は、受託者に翌月の運行予定計画及び乗車予定生徒名簿を、前月25日までに提出す

　　ること。

　⑶　受託者は、乗務員（運転士及び添乗員）に業務遂行上支障が生じないように健康管理に努

　　めること。

　⑷　その他、上記に定める以外に本仕様に付す必要が生じた場合は、委託者（甲）と受託者

　　（乙）が協議のうえ定めることとする。
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